
食品産業特定技能協議会 第２回運営委員会 

議事次第 
日時：令和元年８月６日（火） 

（書面による持ち回り開催） 

【報告事項】 

１ 協議会の運営に関する案件 

・人事異動に伴う運営委員の変更について

・協議会加入申請について

・食品産業特定技能協議会の構成員であることの証明書（案）について

２ 特定技能外国人材の受入れに関する案件 

・受入れ数報告について

３ 試験の実施に関する案件 

【審議事項】 

事項なし 

【その他】 

  事項なし 

【資料】 

・食品産業特定技能協議会運営委員新旧対照表

・食品産業特定技能協議会への加入申請フォーム（案）

・食品産業特定技能協議会の構成員であることの証明書（案）について

・特定技能１号外国人材の受入れ数

・今後のスケジュール（案）について



〇運営委員名簿

役職 ⽒名（新） ⽒名（旧） 所属 部会 年⽉⽇

会⻑ 塩川 ⽩良 新井 ゆたか 農林⽔産省⾷料産業局 局⻑ ― 2019年4⽉1⽇

渡邊 厚夫 農林⽔産省⾷料産業局 輸出促進審議官 外⾷業部会⻑

倉重 泰彦 農林⽔産省⾷料産業局 審議官 飲⾷料品製造業部会⻑

委員 渡邊  毅 富⽥ 育稔 農林⽔産省⽣産局畜産部 畜産部⻑ 飲⾷料品製造業部会 2019年7⽉8⽇

委員 ⽯津 克⼰ 古舘 哲⽣ 厚⽣労働省職業安定局外国⼈雇⽤対策課 課⻑ − 2019年7⽉9⽇

⾷品産業特定技能協議会運営委員新旧対照表

副会⻑・
会⻑代⾏

池⼭ 成俊

2019年8⽉6⽇

2019年7⽉5⽇





PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない⽅は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

申し合わせ(PDF : 77KB)

⼊会規定(PDF : 127KB)

議事要旨(PDF : 156KB)

4．「⾷品産業特定技能協議会」への加⼊⽅法について

初めて飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野の特定技能外国⼈を受け⼊れた場合には、当該特定外国⼈を受け⼊れた後4か⽉以内
に「⾷品産業特定技能協議会」に加⼊し、加⼊後は⾷品産業特定協議会に対し、必要な協⼒を⾏うなどしなければなりません。
なお、4ヶ⽉以内に⾷品産業特定技能協議会に加⼊していない場合には、特定技能外国⼈の受⼊れができないこととなるのでご
注意ください。加⼊については、下記の⼊⼒フォームから必要事項をご記⼊ください。

・受⼊れ機関はこちら
・登録⽀援機関はこちら

飲⾷料品製造業者団体及び外⾷業者団体で⼊会を希望される⽅は、「お問合せ先」までご連絡をお願いいたします。

5．「飲⾷料品製造業技能測定試験（仮称）」について

今年度10⽉以降に、国内外にて実施予定です。詳細については決まり次第、更新します。

お問合せ先

⾷料産業局⾷品製造課
担当者︓阿部、堀井、笠井
ダイヤルイン︓03-3502-8237
FAX番号︓03-3502-5336

公式SNS イベント情報 関連リンク集 農林⽔産省
トップページへ

住所︓〒100-8950 東京都千代⽥区霞が関1-2-1
電話︓03-3502-8111（代表）
法⼈番号︓5000012080001

ご意⾒·お問い合わせ アクセス·地図
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